
死亡届の後に市役所で手続きが必要となるものには次のようなものがあります。個人に
よって異なりますので担当窓口にあらかじめお問い合わせください。

区分 亡くなられた方 担当窓口

1 □

2 □

3 □

障害年金受給者 4 □

国民年金受給者 5 □

6 □

7 □

8 □

9 □

10 □

11 □

12 □

13 □

15 □

16 □

17 □

心身障害者扶養共済年金の請求

　・療育手帳

　・精神障害者保健福祉手当

各種受給者証の返還(該当するもの)

　・重度心身障害者医療費受給者証

　・障害福祉サービス受給者証

各種手帳の返還(該当するもの)

　・身体障害者手帳

各種手当の資格喪失届(該当するもの)

　・特別障害者手当

　・障害児福祉手当

　・経過的福祉手当

　・被保険者証

　・特定疾病療養受療証

　・限度額適用認定証

介護保険料の還付請求

高額介護サービス費の振込口座の変更届

　・自立支援医療受給者証

緊急通報装置取外し日程の届

　・特定疾病療養受療証

　・限度額適用認定証

喪主の方による葬祭費の請求

　*喪主に葬祭費２万円

後期高齢者医療保険料の還付請求

各種被保険者証等の返還(該当するもの)

長寿介護課
高齢支援担当
℡684-1175

福祉事務所
社会福祉課

障がい福祉担当
℡684-1145

死亡届提出後に必要な手続きのご案内

鳴門市市民環境部市民課

手続きの内容

年
金

国民年金加入者

死亡一時金の請求

寡婦年金の請求
市民課

国民年金担当
℡684-1138

保険課
保険資格・給付担当

℡684-1139

後
期
高
齢
者

医
療
保
険

後期高齢者医療
被保険者

遺族基礎年金の請求(18歳未満の子がいる場合)

障害年金未支給分の請求

国民年金未支給分の請求

　・高齢者受給者証(70～74歳)

長寿介護課
介護給付・賦課担当

℡684-1376

喪主の方による葬祭費の請求

　*喪主に葬祭費２万円

各種被保険者証等の返還(該当するもの)

　・被保険者証

国
民
健
康
保
険

国民健康保険
被保険者

各種被保険者証等の返還(該当するもの)

　・被保険者証

　・限度額適用認定証

各種手当受給者

心身障害者扶養
共済制度加入者

18 □

介
護
保
険

介護保険被保険者

緊
急
通

報
装
置

緊急通報装置利用者 14 □

障
が
い
者
福
祉

手帳や受給者証を
お持ちの方



区分 亡くなられた方 担当窓口

福祉事務所
子どもいきいき課

保育担当
℡684-1209

30 □
31 □

℡684-1131
32 □

℡684-1070
税務課

収納管理担当
℡684-1075
まちづくり課
住宅担当
℡684-1162

37 □
38 □
39 □

市役所　　　　　代表　　(088)-684-1111
〒772-8501　　鳴門市撫養町南浜字東浜170番地

その他市役所以外での手続き
個人によって必要かどうかは異なりますので、参考としてください。

・ 土地・家屋の名義変更(登記物件) 徳島地方法務局
・ 軽自動車・軽二輪の名義変更 徳島県軽自動車協会
・ 小型二輪車の名義変更 徳島運輸支局
・ 厚生年金加入者・受給者 年金事務所
・ 農業者年金加入者・受給者 農業協同組合
・ 生命保険等 保険会社
・ 簡易保険 郵便局
・ 火災保険の名義変更 損保会社
・ 自動車保険 損保会社
・ 預貯金口座 金融機関
・ 株式等 証券会社等
・ 公共料金の名義変更 NHK、電気会社、ガス会社、固定電話、携帯電話会社

保
育
所

児童の保護者
28
29

□
□
家庭状況変更届
保育所退所届(児童が亡くなった場合)

資格内容変更届

受給者死亡届及び未支払請求
資格喪失届又は額改定届(児童が亡くなった場合)

手続きの内容

25

口座振替の変更届

市営住宅明渡届又は請書等(名義人が亡くなった場合)
市営住宅同居者異動届(同居者が亡くなった場合)

農地法第3条の3第1項の規定による届

水道使用者変更届
水道料金口座振替の変更届
水道中止届(水道を使用しない場合)

名義変更手続

名義変更手続
　・未登記家屋

□
□

児童手当未支払請求
児童手当消滅届又は額改定届(児童が亡くなった場合)

受給資格変更届
受給者証の返納(児童が亡くなった場合)

受給資格者死亡届及び未支払請求
資格喪失届又は額改定届(児童が亡くなった場合)

固定資産税の
納税義務者

税務課
固定資産税担当

軽自動車税の
納税義務者

税務課
市民税担当

市税の口座振替
利用者

33 □

固定資産現所有者届

　・原動機付自転車及び小型特殊自動車
(125cc以下の原動機付き自転車、フォークリフトなど)

児
童
福
祉

福祉事務所
子どもいきいき課

児童担当
℡684-1146

26
27

農
業

農地の被相続人 36 □

税

34
35
□
□

水
道

水道の使用者名義人

福祉事務所
子どもいきいき課

児童担当
℡684-1537

福祉事務所
子どもいきいき課

児童担当
℡684-1231

農業委員会事務局
℡684-1180

水道事業課
℡685-3330

23
24
□
□

住
宅

市営住宅入居者

□
□

児童手当受給者

子どもはぐくみ医療
受給者

児童扶養手当
受給者

ひとり親家庭等
医療費受給者

特別児童扶養手当
受給者

□

19
20
□
□

21
22


